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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第１区分
【発行日】平成24年12月6日(2012.12.6)

【公開番号】特開2011-142890(P2011-142890A)
【公開日】平成23年7月28日(2011.7.28)
【年通号数】公開・登録公報2011-030
【出願番号】特願2010-8531(P2010-8531)
【国際特許分類】
   Ｃ１２Ｇ   3/04     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ１２Ｇ   3/04    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成24年10月24日(2012.10.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２９】
　本発明において使用可能な増粘多糖類に特に制限はなく、１種又は２種以上の増粘多糖
類を組み合わせて使用することもできる。中でも、キサンタンガム、ジェランガム、カー
ドランなどの微生物産生多糖類が好ましく、特にキサンタンガム及び／又はジェランガム
を使用した場合、本発明に特有の、アルコールの刺激臭の低減効果が顕著に認められ、そ
して果汁を含む態様においては果汁らしいまろやかな味わいの向上が認められるため好適
である。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６６】
　これらのサンプル２４～２９について、専門パネラー６名にて官能評価を行った。増粘
多糖類は、少量の添加量であっても舌先にわずかな糊状の重い感じを与え、果汁らしいま
ろやかな風味を損なう場合がある。そこで、果汁を含む場合については、糊状の重さによ
って果汁らしいまろやかな味わいが損なわれていないかどうかについても評価した。
 
 
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６９】
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